
基本計画原案作成シート
まちづくりの目標 １．安全で、安心して健康に暮らせるまち 主担当課 地域医療課 
小分野 １３２ 医療  関係課 国保医療課 健康課・警防課 

1．第５次総合計画後期基本計画の成果と課題 

小分野 現状と課題 4 年後   指標 4 年後    向  
実現できた主な成果 

4 年後    向  
残した主な課題 

第
５
次
生
駒
市
総
合
計
画
後
期
基
本
計
画

431 
医療 

現在、緊急時、災害時に救護の拠点となり、市役所や
市内 医療機関 連携 密         公的 医療
機関がありません。また、本市では市内で夜間・休日に、二
次救急 対応  病院 少     奈良市内 病院 
加  ５病院   救急輪番制 整          
救急搬送に時間を要することもあり、身近な地域で緊急時
 確実 受    医療     確保 求      
  加   市内  小児科 二次医療 担 病院 不
足  奈良県北和小児科二次輪番制 参加  市内病
院   状況    小児科 二次医療 市外 病院 
依存         市内 二次医療  対応可能 小
児医療 提供   体制整備 必要   

   今後  市立病院 
拠点   市内 隣接市町 
医療機関 連携  地域完
結型 医療連携体制 構築
することで、身近な地域で市
民 必要   安全 質 高
 医療 提供   体制 整
備するとともに、超高齢社会
    地域医療 充実  
  医療 介護 円滑 連携
をも視野に入れた体制の構築
が必要です。 

① 地域 医療機関 連携  市
民 安心  暮   医療体
制の整備が進んでいる。 

① 小児科患者 市内救急搬送率
（％） 

実績 目指す値 達成 
状況 H21 H29 H30 

35.5 30.2 60.0 × 

・平成 28 年 4月 生駒市医療
介護連携ネットワーク協議会、在
宅医療介護推進部会設置 
 近畿大学医学部奈良病院 北
和小児科二次輪番体制 参加

 医療 介護 連携体制 構築
 市立病院 北和小児科二次輪
番体制への参加 

② 緊急時、災害時において迅速
  効率的 救急救命活動 
行 体制 整     

② 市内救急搬送率（％） 
実績 目指す値 達成 

状況 H21 H29 H30 
71.3 73.2 83.4 × 

・生駒市の平均搬送時間 
平成 26年 40.3 分から 
平成 29年 39.3 分に短縮 

 市内病院 救急応需率 更  
向上 

③ 市立病院 開院   市民 
 医療     充実    
     健全 病院経営 行
われている。 

③ 市内病院への入院割合（％） 
実績 目指す値 達成 

状況 H21 H29 H30 
43.9 46.4 56.2 × 

・平成 27 年 6月市立病院開院 
・平成 27 年 6月市立病院管理
運営協議会設置 

 市立病院 常勤医師 確保
 市立病院 北和小児科二次輪
番体制への参加 

442 
社会保障 

将来 無年金者     低年金受給者    可能性
   人 増加     制度全体 見直  将来 向 
恒久的 年金制度 構築 望       
   現行 国民健康保険制度  行 詰      

１市町村 努力  解決       平成 29 年度目
途として、都道府県単位の広域化が予定されています。 
国民健康保険      安定的 提供     確

実 保険税収納対策 加  年々増加  医療費 実
態    市民  情報発信   適正化  取組 必
要です。 

② 国民健康保険制度等 健全
な運営が図られ、誰もが安心し
 医療 受     

② 国保被保険者一人当  医療費
（円） 

実績 目指す値 達成 
状況 H21 H29 H30 

307,033 359,784 364,000 × 

・平成 30 年 4月 国保制度 
県単位化が実現。 

 増加  医療費 抑制    
効果的 医療費適正化    
取り組みが求められる。 



２．第6次計画（原案骨子） 
第 6次計画（原案） 

現状と今後 5年間 展望 今後５年間 主 課題 ５年後   
（2024 年 3月末） 指標（複数候補） 行政 ５年間 主 取組 具体的な事業 

 市立病院 開院後 生駒市 
救急搬送時間の短縮及び市
内病院 救急受入率 向上
   救急医療 一定充実  
きましたが、今後の、高齢者人
口の増加に伴い、救急搬送件
数 増  見込       
身近な地域で確実に受けられ
 医療     確保 必要 
す。 
･高齢化の進展により慢性疾患や
人生 最終段階    医療
等     増加 見込   
中、住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けら
れる地域包括ケアシステムの構
築   在宅医療 充実及 医
療 介護 連携 推進 重要 
す。 
･平成 30 年度   都道府県 
国民健康保険 財政運営 責
任主体となり、安定的な財政運
営 効率的 事業 確保等 
国保運営に中心的な役割を担
  制度 安定化 目指  
  今後  県単位  医療費
適正化への取り組みが求められ
ます。 

①今後の高齢者人口の増加に
伴い、救急搬送件数が増える
見込       身近 地
域で緊急時に確実に受けられ
 医療     確保 求  
れています。 

②今後は、超高齢社会における
地域医療 充実    医療
 介護 円滑 連携体制 構
築が必要です。 

③県単位 医療費適正化 取
 組  医療費 削減 必要
となります。 

 医療 
①休日 夜間等 医療機関 
診療時間外      必
要 時 適切 救急医療
（小児二次救急を含む）を
受けられる体制が整ってい
る。 

①１ 市内救急搬送数（消
防本部警防課） 

①２ 平均搬送時間（消防
本部警防課） 

①３ 平均照会回数（消防
本部警防課） 

①１ 一次救急医療    拠点的 役割 果  （一財）
生駒         休日夜間応急診療所の運営 行 
ます。（健康課） 

①２ 市内 救急医療体制等 関  情報 提供    （健
康課） 

①３ 望   救急外来 利用 関  知識 普及啓発 図 
ます。（健康課） 

①４ 市立病院     二次救急医療 充実 図    
（地域医療課） 

①５ 救急搬送        救急医療 充実 努    
（地域医療課 消防本部警防課）

①１ 休日夜間応急診療事業（健康課） 

①２ 広報紙 応急診療担当病院 電話   自動音声案内
（健康課） 

①３ ホームページや広報紙での啓発（健康課） 

①４ 市立病院管理運営事業（地域医療課） 

①５ 市内等救急輪番病院等  意見交換 情報共有（地域
医療課） 

 医療 
②在宅医療 充実    医
療機関 介護事業所等  
連携    質 高 医療 
介護サービスが包括的に提
供される体制が確保されてい
る。 

②１ 入院時情報提供率 
退院調整率（地域医療
課） 

②２ 研修 住民向 普及
啓発等の実施回数（地
域医療課） 

②３ 市立病院 医療連携
登録医 協力医療機関
連携施設数（地域医療
課） 

②１ 円滑 退院支援 退院調整 可能 体制 構築    
（地域医療課） 

②２ 在宅医療 関  研修 普及啓発 推進    （地域
医療課） 

②３ 市立病院     在宅患者 急変時 受入   後方
支援体制 構築 目指    （地域医療課）

②１ 生駒市医療介護連携      協議会 在宅医療介護
推進部会 運営（地域医療課）

②２ 在宅医療 関  多職種研修会 市民向 講演会 開
催（地域医療課） 

②３ 市立病院管理運営事業（地域医療課） 

 医療 
③医療費抑制 向  一人 
   意識向上    国民
健康保険制度 安定的 
運営され、誰もが安心して医
療 受     

③１ 国保被保険者一人当
  医療費（国保医療
課） 

③１       医薬品差額通知 送付   普及率向上 目
指    （国保医療課）

③２ 医療費通知 送付   医療費適正化  啓発 行  
  （国保医療課）

③３ 糖尿病 重症化    高 者 対 糖尿病性腎症重症
化予防      実施  保健指導 行    （国保
医療課） 

③１       医薬品差額通知事業（国保医療課）

③２       医薬品推奨薬局制度（国保医療課）

③３ 糖尿病性腎症重症化予防     （国保医療課）



３．庁内連携 市民等  協創 アイデア等 
５年後   

（2024 年 3月末） 
課題解決のために 
必要な庁内連携 

課題解決    必要 市民 事業者 
果たしてもらいたい役割 

課題解決のために取り組みたい「協創」のアイデア 
市民 地域と 事業者・ＮＰＯ等と 他 行政機関等 

 医療 
①休日 夜間等 医療機関 診
療時間外      必要 時
 適切 救急医療（小児二
次救急を含む）を受けられる体
制が整っている。 

・（一財）生駒メディカルセンター休日夜間応急
診療所 市内輪番病院     情報共有 
協力等 行  休日 夜間等 適切 救急医
療 受            所管課 健康課
や消防本部警防課との連携に努める。 

［市民］ 
一次救急 二次救急 三次救急 役割分担 理
解  救急車 適正利用 努   
［事業者］ 
救急搬送ルールを適切 運用  救急患者を断ら
  医療体制 構築   

・救急医療 関  理解 
知識 深        医
療講演会等  参加 求
める。 

 ・救急患者 断   医療
体制を充実させるため、一
次救急医療機関 （一
財）生駒メディカルセンタ
  二次救急医療機関 
輪番制参加病院 三次救
急医療機関 近畿大学医
学部奈良病院 意見交換
等 行  連携 強化 
る。 

・救急医療体制 充実  
    奈良県北和地区
小児科病院輪番体制  
   奈良県 情報共有
し、連携する。 

 医療 
②在宅医療 充実    医療
機関と介護事業所等との連携
    質 高 医療 介護 
ービスが包括的に提供される体
制が確保されている。 

・在宅医療 介護連携 強固         
生駒市医療介護連携      協議会及 
在宅医療介護推進部会等 運営     地
域包括ケア推進課、介護保険課及び健康課と
の連携に努める。また、地域包括ケアを着実に進
めるため、地域包括ケア推進会議において、情
報共有に努める。 

 ・住み慣れたわが家で自分ら
しく暮らすことができるよう、
在宅医療  理解 深 
     在宅医療 関 
る講演会への参加を求め
る。 

 ・入退院支援マニュアルをより
よく運用するために、市内医
療機関 介護事業所 連
携  在宅医療 介護連携
を強固なものとするため、相
談支援について、（一財）
生駒メディカルセンターとの
連携を強化する。 

・病院から地域へとシームレス
 在宅医療  移行   
るように、エリアをまたぐ入退
院調整を要する場合、エリ
    運用 異  入退
院調整マニュアルの広域調
整     奈良県 連携
する。 

 医療 
③国民健康保険制度 運営  
県単位化   安定的 行 
  誰  安心  医療 受 
られるようにするとともに、保健
指導 医療費適正化  啓発
等    増加  医療費 抑
制します。

 医療費適正化    保健事業 実施   
あたり、健康課との連携に努める。 

  健康増進 医療費削減 
目的とした、保健事業への
参加を求める。 

  ・県単位での保健事業の実
施      奈良県 国
民健康保険団体連合会、
国保事務支援センターとの
連携を強化する。 


